
 

安全確保に関する確認書 

 

 川西里山クラブの会則において、安全確保関して下記の通り規定しています。 

入会するに当たり、この規定を確認、了解した旨を念書として提出する事を義務付け、これ

を事務局長が保管する事とします。 

 

《会則の抜粋》 

１１の付則 

２）安全確保は自己責任とする。 

  

１３の付則（前記 11 の付則２について加筆） 

２）安全確保は自己責任とする。 

   本会は、会の目的ならびに会則を理解して、自発的に参加した会員によって構成するもので

あり、その活動には各自の自己責任において参加するものである。活動においては、各自、安全

第一に努め、万一事故が発生した場合、本会は何ら補償は行わないことについて同意した上で

参加するものとする。 

 

〈入会に当たり自費で取り揃える用具〉 

  手鋸、剪定バサミ、ヘルメット 

 

上記の事を確認、了解したうえで入会いたします。 

 

 

 

          令和  年  月  日 

 

       本人自書捺印  （住所）〒 

                                     

               （氏名） 
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